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安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第15条に基づく

採血事業者に対する指示について

標記について、別添のとおり指示書を交付したので、貴職におかれても御了

知の上、施行に遺漏のないようにされたい。

なお、同指示書の適用に伴い、「採血の業務の管理及び構造設備に関する基

準の施行に伴う日本赤十字社に対する指示について（平成15年７月18日付け薬

食発第0718011号厚生労働省医薬食品局長通知）」は廃止する。




